
　
あ
な
た
と
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

　
  

世
代
の
こ
ど
も
を
守
る
た
め

　
風
し
ん
の
抗
体
検
査
と
予
防
接
種
を
！

全
国
的
な
風
し
ん
の
流
行
に
対
す
る
追
加

的
対
策
と
し
て
、
風
し
ん
の
抗
体
検
査
、
予

防
接
種
（
Ｍ
Ｒ
５
期
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

風
し
ん
の
抗
体
検
査
と
ワ
ク
チ
ン
接
種

を
無
料
で
受
け
ら
れ
る
期
限
は
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

抗
体
検
査
の
結
果
が
分
か
る
ま
で
２
週
間

程
度
の
期
間
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
希

望
さ
れ
る
方
は
２
月
中
に
抗
体
検
査
を
受
け

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

対
象　

昭
和
37
年
４
月
２
日
～

　
　
　

昭
和
54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

※
こ
れ
ま
で
検
査
等
を
受
け
ら
れ
た
方
は

対
象
外
で
す
。

※
風
し
ん
の
抗
体
検
査
及
び

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
必
要
な

ク
ー
ポ
ン
券
は
下
記
の
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

申
・
問　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

　

国
民
年
金

■
お
忘
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
手
続
き

令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
で
年
金
を
受
給

中
で
新
た
に
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書

が
届
い
て
い
ま
す
の
で
、
請
求
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。（
す
で
に
給
付
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
新
た
な
手
続
き
は
不
要
）

※
令
和
７
年
１
月
６
日
（
月
）
ま
で
に
請
求
書

が
受
付
さ
れ
る
よ
う
に
提
出
し
な
か
っ
た

場
合
は
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支

払
い
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
　

℡
０
５
７
０-

05-

４
０
９
２

■
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
出
張
年
金
相
談

日
時　

令
和
７
年
１
月
６
日
（
月
）

　
　
　

10
時
～
15
時

場
所　

市
役
所
４
階
会
議
室

※
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
・
問　

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
客
様
相
談
室

　
　
　
　

℡
０
７
３-

４
４
７-

１
６
６
０

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
　
　
受
取
・
更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

対
象　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
を

さ
れ
る
方
、
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お

知
ら
せ
が
届
い
て
い
る
方

日
時　

12
月
15
日
（
日
）
８
時
30
分
～
正
午

持
ち
物

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
】

①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）
②
通
知
カ
ー

ド
③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
②
③
は

お
持
ち
の
方
の
み
）
④
本
人
確
認
書
類

※
15
歳
未
満
の
方
の
受
取
時
は
、
本
人
と

法
定
代
理
人
の
来
庁
及
び
本
人
確
認
書

類
の
持
参
が
必
要
で
す
。

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書
②

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
③
本
人
確
認
書
類

（
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合
）

※
住
所
の
変
更
手
続
き
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

★
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー

ト
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
さ
れ
て

い
な
い
方
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
課　

℡
22-

３
５
６
１

　

確
定
申
告
は
ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
で
！

①
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
！

●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
で
所
得
税
な
ど
の
申
告
書
を

作
成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用

し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
が
で
き
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す
る

と
、
控
除
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
の

デ
ー
タ
を
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自
動

で
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
ま
た
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
）
が
必
要
で
す
。

②
ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト

●
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告

●
保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類

は
、
記
載
内
容
を
入
力
・
送
信
す
れ
ば

提
出
や
提
示
が
不
要

●
自
宅
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
で
提
出
さ
れ
た

還
付
申
告
は
、
３
週
間
程
度
で
還
付

●
24
時
間
い
つ
で
も
利
用
可
能

※
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

湯
浅
税
務
署　

℡
63-

５
３
５
１

　
令
和
７
年
度
償
却
資
産
の
申
告
は
１
月
中
に

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の

事
業
用
資
産
（
構
築
物
、機
械
、備
品
な
ど
）

の
こ
と
で
す
。
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
等
を
市

に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
年

と
変
更
が
な
い
場
合
で
も
、
毎
年
必
ず
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
方
法　

税
務
課
へ
申
告
書
を
提
出

　
（
郵
送
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
可
）

※
令
和
６
年
度
分
を
申
告
さ
れ
た
方
に
は

書
類
を
送
付
し
ま
す
（
12
月
上
旬
発
送

予
定
）。
初
め
て
申
告
さ
れ
る
方
は
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
書
類

を
送
付
し
ま
す
。

※
税
の
特
例
を
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の

申
告
書
を
併
せ
て
提
出
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

令
和
７
年
１
月
６
日(

月)

～

　

１
月
31
日(

金)

ま
で
（
郵
送
等
必
着
）

■
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

　

太
陽
光
発
電
設
備
（
太
陽
光
パ
ネ
ル
）

の
多
く
は
事
業
用
資
産
に
分
類
さ
れ
、
償

却
資
産
の
申
告
が
必
要
で
す
。
個
人
が
住

宅
用
に
設
置
し
た
も
の
で
も
売
電
し
て
い

る
場
合
は
、
事
業
用
資
産
と
な
り
ま
す
。

次
の
表
で
、
申
告
対
象
に
な
っ
て
い
る
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問　

税
務
課　

℡
22-

３
５
８
４

「誰か」のこと　じゃない。第 76 回人権週間　12 月 4 日（水）～ 10 日（火）　
それぞれの個性や生き方の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

※売電収入の所得金額が 20 万円以下であっても給与・年金
　所得者は市税申告が必要です。
※償却資産の申告対象外としている設備は経費に計上不可。

　　　　　　　　　　　　12月4日（水）オークワ箕島店

　　　　　　　　10時～ 12時・13時～ 16時 問　保健センター　℡ 82-3223
献血へ行こう！

　

宝
く
じ
の
助
成
金
で
整
備
し
ま
し
た

　

保
田
地
区
連
合
自
治
会
、
宮

崎
町
辰
ヶ
浜
連
合
自
治
会
で

は
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合

セ
ン
タ
ー
が
宝
く
じ
の
社
会

貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
宝

く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財

源
と
し
て
実
施
し
て
い
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
活

用
し
て
、
地
区
住
民
が
一
体

と
な
っ
て
行
う
イ
ベ
ン
ト
備

品
等
の
整
備
を
し
ま
し
た
。

　

お
祭
り
用
備
品
他
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
備
品
等
を

整
備
す
る
こ
と
で
、
地
域

の
イ
ベ
ン
ト
を
さ
ら
に
盛

り
上
げ
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
充

実
・
強
化
を
図
る
役
割
も
期
待
さ
れ
ま
す
。

問　

経
営
企
画
課　

℡
22-

３
７
３
１

　
地
雷
撤
去
の
た
め

　
　
　
書
損
じ
ハ
ガ
キ
を
集
め
て
い
ま
す

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
地
雷
被
害
を
な
く
す
た

め
、
書
損
じ
ハ
ガ
キ
等
を
集
め
て
換
金
し
、

地
雷
撤
去
団
体
へ
寄
付
し
て
い
ま
す
。

　

ハ
ガ
キ
２
～
３
枚
で
１
㎡
の
地
雷
撤
去

費
用
に
な
り
ま
す
。

対
象
品　

書
損
じ
・
未
使
用
ハ
ガ
キ
、
未
使

用
切
手
、
未
使
用
テ
レ
カ
、
Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド

期
間　

令
和
７
年
３
月
31
日
必
着

送
付
先　

〒
８
１
４-

０
０
０
２

　

福
岡
市
早
良
区
西
新
１-

７-

10-

７
０
２

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
地
雷
撤
去
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
宛

後
援　

市
教
育
委
員
会

問　

℡
０
９
２-

８
３
３-

７
５
７
５

募　

集

　
「
有
田
市
子
育
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
の

　
　
　
　
　
有
料
広
告
掲
載
を
募
集
し
ま
す
！

子
育
て
支
援
事
業
の
一
環
と
し
て
、
子
育

て
情
報
誌
「
有
田
市
子
育
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

を
㈱
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
協
働
で
発
行
し
ま
す
。

冊
子
に
は
、
妊
娠
期
か
ら
学
童
期
ま
で
を
対

象
と
し
た
市
の
行
政
情
報
、
子
育
て
に
役
立

つ
情
報
等
を
掲
載
し
、
妊
娠
届
の
際
や
各
種

窓
口
手
続
き
等
で
配
布
す
る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
本
誌
の
発
行
費
用
に
つ
い
て
は
、

サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
が
募
る
企
業
・
事
業
者
の
広

告
掲
載
で
賄
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
12
月
頃
か
ら
市
内
の
事
業
者
を
対

象
と
し
て
、
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
が
有
料
広
告
掲

載
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

と
、
子
育
て
環
境
の
充
実
、
地
域
経
済
の

活
性
化
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
皆

様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
【
広
告
に
つ
い
て
】

　
　

株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
阪
和
支
店

　
　
　
　

℡
０
７
３-

４
３
２-

６
３
０
８

　
【
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
つ
い
て
】

　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

　

自
衛
官
の
募
集

募
集
種
目　

自
衛
官
候
補
生
、

　

高
等
工
科
学
校
生
徒
（
一
般
）

※
他
社
と
の
併
願
可
能
。
各
種

　

無
料
相
談
会
も
実
施
中
で
す
。

※
受
験
資
格
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部

　

有
田
募
集
案
内
所　

℡
82-

６
６
３
１

在宅医療 って聞いたことが

ありますか？

かかりつけ医をもちましょう

在宅医療・介護が円滑に進むためのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください！

お問い合わせ先

有田市医師会在宅医療サポートセンター
〒649-0304

TEL : 0737-85-3388

HP : https:/aridashi-support.com/
FAX : 0737-85-3389

有田市箕島33番地の1（紀州有田商工会議所2F）

こうした相談が寄せられています！

通院あるいは入院から在宅医療に切り替えたい

医療依存度の高い方（IVH・酸素・難病・がんターミナルなど）の在宅医療について相談したい

訪問歯科診療はどこでできるか   など　

在宅医療とは、入院や通院をせずにご自宅や施設
で医療を受けることができるシステムです。
ご家族だけが介護するのではなく、かかりつけ医
をはじめ多職種が連携し患者様やご家族が安心し
て療養生活を送れるよう支援してまいります。

80 代夫婦 2人暮らし。夫が脳梗塞で入院。後遺症で右側の手足に
不自由がある。症状が落ち着き、病院から退院できると言われている。
夫は「家に帰りたい」という。妻は体調に不安を抱えており、介護
できるか不安である。

「
在
宅
医
療
」
を

試
し
て
み
て
は
？

① ② ③

有田市医師会在宅医療サポートセンター センター長  中元耕一郎

設置者
太陽光発電設備

10 ｷﾛﾜｯﾄ以上 10 ｷﾛﾜｯﾄ未満

個人
（住宅用）

発電量の全量又は余
剰を売電する場合、
事業用資産となり、
申告の対象となりま
す。

償却資産の申告対象
外です。
※取得額を経費とし
ている場合は、事業
用資産となります。

個人
（事業用）

法人
事業用資産として、売電の有無にかかわら
ず、申告の対象となります。

⑦ ARIDA　2024.12 ARIDA　2024.12 ⑥


